








＜同級生の保護者のみなさまへ＞

　不幸にも、身近で犯罪被害や身近な方が亡くなる事件が起こると、周囲も、大変動

揺します。子ども同士が友達で、家族ぐるみの付きあいがある、ご近所で子どもが小さ

いころからよく往来があり気心も知れているなど、被害家族と親しい関係にある同級生

や家族は、同じように心に傷を負うことがあります。

　子どもが「いつもと異なる様子」を表す場合もありますが、数週間ほどでおさまるこ

とも多くあります。よく様子を見て、しっかり関わってあげてください。

　被害家族の了解を得て、子どもに、被害児本人や保護者の現状（心情）について話

します。むやみにうわさ話が独り歩きしないよう周囲の方に理解を求めましょう。

　子どもには、事件前と変わらず友達でいることが本人への支えになると話しましょう。

心配な時は、担任の先生や養護教諭等に相談しましょう。興味本位の声かけやうわさ話

などから、さりげなく守りましょう。寄り添い、見守り続けていきましょう。


ì�Š
Œ
学校の先生、学校のスクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー
教育委員会、病院のお医者さんなど
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＜学校や関係機関のみなさまへ＞

「学校の危機対応と心のケアの手引き」全国精神保健福祉センター長会
　http://www.zmhwc.jp/　 
「学校危機管理マニュアル」文部科学省
　https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu01.pdf
「学校における子供の心のケアーサインを見逃さないためにー」文部科学省
　http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1347830.htm
「児童生徒が生活上の困難・ストレスに直面したときの対処方法を身に付けるための
教育」（平成２７年８月　熊本県教育委員会）
子どもの自殺が起きたときの「緊急対応の手引き」（平成２２年３月　文部科学省）
　http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__
　icsFiles/afieldfile/2016/11/11/1304244_01.pdf

災害、事故、事件、学校危機等の時の学校における危機対応の
詳細な手引きは下記からダウンロードができます。

（全国精神保健福祉センター長会）

http://www.zmhwc.jp/

　子どもが犯罪被害にあうと学校は深い悲しみに包まれる一方で、迅速な対応を求められ

ます。「チーム学校」として、子どもの心のケアに努め、この難局を乗り切りましょう。

　「学校の危機対応と心のケアの手引き」には、教職員や教育委員会がこころのケアチー

ムやスクールカウンセラーなどの協力を得て、学校危機に対応するための手法が示され

ていますので、参考にしてください。また、校内事案に備え、現場での誘導避難、応

急処置、救急搬送、保護者の問合せや、来校者への対応、子どもの保護者への引き継

ぎ、警察との連携、報道への対応などを事前に話し合い訓練しておきましょう。
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❶話を丁寧に聞き、気持ちをそのまま受け止めます。
　 安心できる場所※を確保します。「話をしても大丈夫？」と確認してから話します。
　 ※物理的・・・人に声がもれない、人から見られない場所、あたたかい場所
　　 心理的・・・おだやかな表情・声で、隣に座って話す

❷話がうまく出来ない時は、今、一番困っていること、心配なことは何かを聞きます。
❸どうしたい？どうなったらいいと思う？と聞きます。
　 ※話すことが苦痛そうな時は、無理に話そう、聞こうとせず、子どもの状況を整理しつつ、ニーズを的確に把握します。

❶担任が保護者と連絡を取り合い、子どもが登校できるようになるまでは、ノートやプリント
を持参し家庭訪問します。その際は子どもと顔を合わせて話をするよう心掛けます。

❶校内では、教職員間で情報を共有するとともに、部活の顧問や養護教諭・生徒指導等とも
気づいたことを連絡し合うことを確認します。
❷本人、保護者とスクールカウンセラーの派遣について事前に検討を行います。
❸様子を見て心配なことがあれば専門機関に助言をもらいましょう。
　 ※支援者も心が疲弊することがあります。一人で抱え込むのではなく、チームで対応し、お互いにケアしましょう。

❶クラスメイトには、本人、保護者の了解を得て、事件の概要を伝え、「心配だと思うけど、
本人が登校したら、今までどおり友達として接しましょう」と伝えます。

　事件直後から、関係機関との連携が欠かせません。また、中長期にわたって息の長い支
援が求められます。時間の経過や転居等による支援の途切れが起こらないよう意識して、
連携しましょう。
※被害者やそのきょうだいは、レッテルを貼られたくない、事件を忘れたい等の思いから、他機関に話をしてほしくないと思っ
ている場合があります。しかし、問題が起こってから対応するのではタイミングを逃します。本人・家族の同意を得た上で、
必要なときは、早い段階で関係機関や転校先の協力を仰いで、心のケアやサポートへつなげます。

学校の先生の対応のヒント
被害児・きょうだいの話を聞く時

子どもが登校できない時

子どもが登校できている時

他の児童、生徒への対応時

関係機関との連携時

＜連携先に伝えていきたい基本的な事項＞
１　犯罪被害にあった当事者やそのきょうだい、また犯罪で親を亡くした子どもであるということ
２　事件の概要
３　今まで学校やスクールカウンセラー等で受けていた支援内容
４　学校と保護者と共有している情報　　例）他の機関とつながっていることなど（医療機関など）
他の都道府県への転居の場合は、民間支援者団体（公益社団法人くまもと被害者支援センター、ゆあさ
いどくまもと）から、つないでもらうことも可能です。

　　※ 必ず、本人や家族の意向を確認してから、民間団体に連絡しましょう。
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子どもの相談全般
○児童相談所
　熊本県中央児童相談所………………	096-381-4451  ……	 平日　8:30〜 17:15
　熊本県八代児童相談所………………	0965-33-3247  ……	 　　　　同上
　熊本市児童相談所……………………	096-366-8181  ……	 　　　　同上
　子ども１１０番…………………………	096-382-1110  ……	 平日　9:00〜 16:00
○熊本県教育相談センター……………	0968-44-6655  ……	 平日　9:00〜 17:00
○肥後っ子サポートセンター …………	 096-384-4976  ……	 平日　8:30〜 17:15
○チャイルドライン ……………………	 0120-99-7777  ……	 月～土  16:00 〜 21:00
○子どもの人権１１０番…………………	0120-007-110  ……	 平日　8:30〜 17:15
○２４時間子供ＳＯＳダイヤル …………	 0120-0-78310
○各自治体の児童福祉課・子ども家庭福祉課
○学校や各地域の教育事務所等のスクールソーシャルワーカー
　（各学校に必ずいるわけではありませんので、学校にご相談ください。）
○各地域の教育事務所等の学校支援アドバイザー
○子どもに関する相談窓口一覧
　http://www.parea.pref.kumamoto.jp/manabi/soudan.pdf

精神的な事柄への相談
○熊本県精神保健福祉センター ………	096-386-1166  ……	 平日　9:00〜 16:00
○くまもと被害者支援センター ………	 096-386-1033  ……	 平日10:00〜 16:00
○ゆあさいどくまもと（性暴力被害者のためのサポートセンター）
　…………………………………………	096-386-5555（24時間ホットライン）　　　　　
	 Ｅ-mail  support@yourside-kumamoto.jp
○学校のスクールカウンセラー（各学校に必ずいるわけではありませんので、学校にご相談ください。）
○犯罪被害者団体等紹介サイト（警察庁犯罪被害者等施策ホームページをご覧ください）
　http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/soudan/dantai/dantai.html

支援機関・団体
○熊本県弁護士会犯罪支援ホットライン …	096-9568-1157 ……	平日　9:00〜 17:00	
○被害者支援の相談窓口 主な支援機関・団体（警察庁犯罪被害者等施策ホームページをご覧ください）
　http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/soudan/kikan/kikan.html
○犯罪被害者等のための相談窓口のご案内（熊本県作成）
　http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13.html

支援機関の一覧
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熊本県内の犯罪被害者等支援総合的対応窓口
市町村名 担当窓口 電話番号 市町村名 担当窓口 電話番号

熊本市 生活安全課 096-328-2397 中央区 総務企画課 096-328-2610

東区 総務企画課 096-367-9121 西区 総務企画課 096-329-1142

南区 総務企画課 096-357-4112 北区 総務企画課 096-272-1110

八代市 市民活動政策課 0965-33-4482 人吉市 市民課 0966-22-2111

荒尾市 くらしいきいき課 0968-63-1395 水俣市 市民課 0966-61-1656

玉名市 防災安全課 0968-75-1130 天草市 まちづくり支援課 0969-32-6661

山鹿市 人権啓発課 0968-43-1199 菊池市 防災交通課 0968-25-7203

宇土市 総務課 0964-22-1111 上天草市 危機管理情報課 0964-56-1111

宇城市 危機管理課 0964-32-1766 阿蘇市 福祉課 0967-22-3167

合志市 交通防災課 096-248-1555 美里町 総務課 0964-46-2111

玉東町 総務課 0968-85-3111 和水町 総務課 0968-86-5720

南関町 福祉課 0968-57-8503 長洲町 総務課 0968-78-3104

大津町 総務課 096-293-3111 菊陽町 総務課 096-232-2111

南小国町 総務課 0967-42-1111 小国町 総務課 0967-46-2111

産山村 総務課 0967-25-2211 高森町 総務課 0967-62-1111

南阿蘇村 総務課 0967-67-1111 西原村 総務課 096-279-3111

御船町 総務課 096-282-1111 嘉島町 総務課 096-237-1112

益城町 危機管理課 096-286-3210 甲佐町 くらし安全推進室 096-234-1167

山都町 総務課 0967-72-1111 氷川町 総務課生活安全推進室 0965-52-7111

芦北町 総務課 0966-82-2511 津奈木町 総務課 0966-78-3111

錦町 総務課 0966-38-1111 あさぎり町 総務課 0966-45-1111

多良木町 総務課 0966-42-6111 湯前町 総務課 0966-43-4111

水上村 総務課 0966-44-0311 相良村 総務課 0966-35-0211

五木村 保健福祉課 0966-37-2214 山江村 総務課 0966-23-3111

球磨村 住民福祉課 0966-32-1112 苓北町 総務課 0969-35-1111

< 作成 >　熊本県・警察庁
< 協力 >　熊本県（県警本部、教育委員会、子ども家庭福祉課、児童相談所、

　　　　精神保健福祉センター）
くまもと被害者支援センター、熊本県臨床心理士会、熊本県社会福祉士会
仁木啓介　（精神科医　ニキハーティホスピタル）
犯罪被害者御遺族
スーパーバイザー　大岡由佳（武庫川女子大学）
ファシリテーター　ちょんせいこ（株式会社ひとまち）
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犯罪の被害にあった
子ども・きょうだいのための

サポートブックサポートブック
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